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平成 18年 11月 28日

までに保育士登録が済ん

でいない場合には、保育

所等において 「保育士J

として業務を行うことが

できなくなります。

●現在、保育士として業

務を行つている方は、

保爾士登録をする必要

があります。

●今後、保育士として業

務を行おうと考えてい

る方は、業務に就く前

までに保育士重録をし

ておく必要があります。

児童福祉法の改正により平

成15年 11月29日 から、従来

の「保育士(保母)資格田明書」

では保育士として業務を行う

ことができなくなりました。

今後、保育士として業務を

行う者|よ、都道府県知事に豊

録し保青士EIIの交付を受ける

ことbl必要です。

●保育士登録は、「保母」から「{呆

育士Jへの名称変更に伴うも

のではありません.

0保 育士登録をしなくても 保

育士となる資I各を失うことは

ありません
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◆始めに 「イ果育士登録の手引き」を取り寄せてください

保育士登録を行う際 申請書類の添付された「保育士登録の手引き」が1人につき1部必要です。
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◆登録手数料 4,200円

者B道府県知事委託 保育士登録機関 登 録 事 務 処 理 セ ン タ ー

〒150-0002 東京青陽支谷区渋谷]丁目1番11号 青山Sビ ル

登録案内専用電話 03(5485)3150(■ 日 祝日を除く9時 から1フ晴30分 まで)

音声案内及OF8X 03(5485)3133(終 日)

ホームヘーシ http′ /www ho kush ,p/

〈保育士登録の詳細について紹介しています。)

◆こ注意

申請書類の受付から登録手続きか済むまで、3ヶ月程度かかります ただし、書類不備や受付時期・状況によつ

ては、更に時間のかかる場合がありますので、できるだけ早めに手続きを行つていただきますようお願いします

保育士登録申請書類の

受付 問い合わせ先

厚 生 労 働 省



保育士とは、登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児

童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者です。

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設の卒業者又は

都道府県知事が行う保育士試験の合格者が都道府県知事の登録を受けることに

より保育士となります。

，
∴保育士でなしヽ者が、保育士又は

これに紛らわしい名称を使用する

ことを禁止し、こねに違反した者は

罰せられます。

保育士には、守秘義務や信用失

墜行為の禁止といつた対人援助専

門職としての義務が課せられます。

助言のための知識 :

① 現在、保育士として業務を行つている方は、平成 18年 11月 28日 までに保育士の

登録をする必要があります。

② 保育士として業務を行つていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、

登録をしなくても保育士となる資格が無くなるわけではありません。

ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登

録をしておく必要があります。
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